
古物営業法の改正の注意点（届出をしないと古物許可が失効する）について

１０月号で、改正古物営業法の概要についてご案内いたしましたが、今月
号は改正の注意点についてお知らせいたします。

今回公布された古物営業法の施行は二段階となっており、第一段階とし
て平成３０年１０月２４日より「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、
「欠格事由の追加」が行われ、次に第二段階として公布日である平成３０年
４月２５日から２年を超えない範囲の施行日以降に「許可単位の見直し」が
実施されます。

この「許可単位の見直し」により、古物営業の継続を希望する場合は既に
許可を得ている古物商・市場主であっても、平成３０年１０月２４日の第一段
階施行日から第二段階施行日の間※に、主たる営業所等の名称及びの
所在地の届出が必要となります。

この期間に届出をしなかった場合は現在所持している許可が失効します
ので、警察署への届出を忘れることがないようにご注意ください。
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